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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試験センサを使用して流体試料の検体濃度を測定するように構成された電池駆動型測定
器であって、
　充電式電池を受容するための領域および前記試験センサの少なくとも一部分を受容する
ようなサイズのポートを定める筐体と、
　前記筐体内に配置される１つ以上のプロセッサと、を含み、
　前記１つ以上のプロセッサが、前記充電式電池と関連付けられる急速充電のプロセスを
実施するように構成されており、
　前記プロセスが、
　（ｉ）外部電源への接続を監視するステップと、
　（ｉｉ）前記外部電源への前記接続を識別する情報を受信するのに応答して、第１の所
定の事象が起こるまで第１の充電レートで前記電池の急速充電をし、それに続いて第２の
所定の事象が起こるまで前記第１の充電レートよりも小さい第２の充電レートで前記電池
を充電する、充電ルーチンを実施するステップと、を含み、
　前記充電ルーチンの実施により生じる前記第１および第２の充電レートに起因する前記
充電式電池の摂氏１度よりも低いごくわずかの温度上昇により、熱伝達の影響が前記筐体
内に制限される、電池駆動型測定器。
【請求項２】
　前記第１の充電レートは、約１Ｃである、請求項１に記載の電池駆動型測定器。
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【請求項３】
　前記第２の充電レートは、１Ｃよりも小さい、請求項１に記載の電池駆動型測定器。
【請求項４】
　前記第２の充電レートは、約０．５Ｃから約０．６Ｃである、請求項１に記載の電池駆
動型測定器。
【請求項５】
　前記第１の所定の事象が所定の期間の経過である、請求項１に記載の電池駆動型測定器
。
【請求項６】
　前記所定の期間が約１分間以下である、請求項５に記載の電池駆動型測定器。
【請求項７】
　前記第１の所定の事象が、前記測定器の前記筐体の中の閾値温度を超えることである、
請求項１に記載の電池駆動型測定器。
【請求項８】
　前記第１の所定の事象が、充電電圧の閾値への到達に少なくとも部分的に基づいている
、請求項１に記載の電池駆動型測定器。
【請求項９】
　前記第１の充電レートおよび前記第２の充電レートがほぼ一定である、請求項１に記載
の電池駆動型測定器。
【請求項１０】
　前記第１の所定の事象に続いて人が知覚できる信号を出力する出力手段をさらに含む、
請求項１に記載の電池駆動型測定器。
【請求項１１】
　前記第２の所定の事象に続いて他の所定の事象が起こるまで前記第２の充電レートより
小さい第３の充電レートで前記電池を充電する、充電終了ルーチンの実施手段をさらに含
む、請求項１に記載の電池駆動型測定器。
【請求項１２】
　前記第３の充電レートが連続的に減少する、請求項１１に記載の電池駆動型測定器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２００７年１２月１０日に出願され、その内容が参照によって本明細書に組み
込まれた、米国特許出願第６１／０１２，６９０号の利益を主張する。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、一般に充電式電池によって給電される試験センサに関し、特に、電池駆動型
センサの急速充電および電力管理に関する。
【０００３】
背景技術
　体液中の検体の定量は、ある健康状態の診断および維持において非常に重要である。た
とえば、乳酸、コレステロール、および、ビリルビンは、ある個人では監視されるべきで
ある。特に、体液中のブドウ糖を定量することは、食事中のブドウ糖摂取を調節するため
に体液中のブドウ糖レベルを頻繁にチェックしなければならない糖尿病をもつ個人にとっ
て重要である。このような試験の結果は、もしあるとすれば、どれほどのインスリンまた
は他の薬剤が投与される必要があるかを判定するため使用可能である。試験システムの１
つの形態では、試験センサが血液の試料のような流体を試験するため使用される。
【０００４】
　多くの個人は１日に数回自分の血糖を試験する。したがって、個人は、多くの場合に、
自分の血液中のブドウ糖濃度を定量する測定器を携行しなければならない。個人は、試験
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センサ、ランセット、使い捨てランセット、注射器、インスリン、経口薬、ティッシュ・
ペーパーなどの他の検体試験器具を携行することもある。よって、個人は、自宅、勤務先
（たとえば、オフィスビルまたは仕事場）、レクリエーションの場などの様々な場所で自
分の血糖の試験を実行できる。これらの様々な場所に測定器および／または他の検体試験
器具を携行することは厄介なことがある。
【０００５】
　血糖測定器は、電池または標準的なコンセントに差し込み可能なアダプタのような様々
な形態の給電構造を使用して給電可能である。電池の使用は、電源コンセントを使用する
ことなく装置を携帯することおよび移動させることを可能にする。血糖測定器で用いるた
め入手可能な電池は、使い捨て電池と充電式電池との両方を含む。血糖測定器のための充
電式電池の使用は、電池が測定器を機能させるために十分な充電状態であることを必要と
する。時に、電池が放電したとき、緊急血糖試験を必要とする危機的な状況が起こること
がある。
【０００６】
　血糖濃度の測定は、典型的に、血糖と試薬との間の化学反応に基づいている。化学反応
と、その結果として生じ、血糖測定器によって定量されるような血糖の読みは、温度感受
性がある。したがって、温度センサが、典型的に、血糖測定器の内部に設置される。この
ような測定器での血糖濃度の計算は、典型的に、試薬の温度が測定器の内部に設置された
センサからの温度の読みと同じであることを仮定している。しかし、試薬と測定器の実際
の温度が異なる場合、計算された血糖濃度は正確ではなくなる。血糖測定器の内部の温度
の上昇または熱源の存在は、一般に、血糖の誤った測定をもたらすことになる。
【０００７】
　電池駆動型血糖測定器における電源管理は、電池充電の状態を監視するため電池残量計
を使用することを含む可能性がある。電池残量計は、典型的に、残量計の電池の中を両方
向に流れる電流を継続的に監視する。しかし、このような継続的な監視は、電池残量計が
常に動作し、電池駆動型血糖測定器がスリープモードにあるときでさえ、電力消費を増加
させることをさらに必要とする。増加した電力消費は、より大型の電池サイズを必要とし
、特に、携帯型装置の場合に電池経費を高める。
【０００８】
　電池駆動型測定器を著しい温度上昇無しで急速充電可能にすることが望ましい。不使用
の期間中に、電池充電の状態の正確な評価を維持すると同時に電力消費を最小限に抑える
ため、電池駆動型測定器の電力消費を管理することがさらに望ましい。
【０００９】
発明の概要
　一実施形態によれば、電池駆動型測定器は、試験センサを使用して流体試料の検体濃度
を定量するため適合している。測定器は、試験センサの少なくとも一部分を受容するよう
なサイズのポートを含む。前部は、流体試料の検体濃度を表示するよう動作可能であるデ
ィスプレイを含む。ユーザ相互作用機構部は測定器を制御するよう動作可能である。測定
器は充電式電池のための筐体をさらに含む。電池充電器コンポーネントは測定器と動作的
に関連付けられている。電池充電器コンポーネントは、充電式電池のための急速充電アル
ゴリズムを実行することができる。アルゴリズムは、外部電源への接続を監視することを
含む。外部電源が検出された場合、充電ルーチンが第１の所定の事象が起こるまで第１の
充電レートによる電池の急速充電のため実施され、その後に続いて、第２の所定の事象が
起こるまで電池を第２の充電レートで充電する。第２の充電レートは第１の充電レートよ
り低い。
【００１０】
　別の実施形態によれば、流体検体測定器において電池を急速充電する方法は、外部電源
への接続を監視するステップを含む。急速充電ルーチンが第１の所定の期間に亘って第１
の充電電流レートで電池を充電するため実施される。第１の所定の期間の後に続いて、通
常充電ルーチンが第２の所定の期間に亘って第２の充電電流レートで電池を充電するため
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実施される。第１の充電電流レートは第２の充電電流レートより大きい。第１の所定の期
間は、第１の充電電流レートと関連付けられた充電電流に起因する電池の中の近似温度上
昇に少なくとも部分的に基づいている。
【００１１】
　さらなる実施形態によれば、コンピュータ読み取り可能な媒体は流体試料の検体濃度を
定量するように動作可能である測定器の電池の急速充電を指令する命令を用いて符号化さ
れる。命令は、外部電源への接続を監視することと、第１の所定の事象が起こるまで第１
の充電電流で電池を充電する急速充電ルーチンを実施することとを含む。第１の所定の事
象が起こった後、通常充電ルーチンが第２の所定の事象が起こるまで第２の充電電流で電
池を充電するため実施される。第１の充電電流は第２の充電電流より大きい。温度上昇は
電池と測定器との少なくとも一方について、１つ以上の所定の時間間隔で監視される。電
池または測定器の中の温度上昇が所定の閾値を超える場合、急速充電ルーチンまたは通常
充電ルーチンは中止される。
【００１２】
　別の実施形態によれば、回路を有する携帯型測定器は回路内の検出素子に給電するため
電池を用いて構成されている。測定器は回路によって給電されたプロセッサを含む。プロ
セッサは測定器をアクティブモードおよびスリープモードで動作させるように構成されて
いる。残量計は回路によって給電される。残量計は、測定器のアクティブモード動作中に
電池から受信された電池充電状態データを追跡するように構成されている。インターフェ
ースが電池充電状態データを残量計からプロセッサへ転送するように構成されている。電
源スイッチは残量計への電流フローを制御し、プロセッサによって開閉されるように構成
されている。プロセッサは、測定器がスリープモードに入る場合、開位置に変化させる信
号を電源スイッチに送り、測定器がアクティブモードに入る場合、閉位置に変化させる信
号を電源スイッチに送る。スリープモードに入る前に、プロセッサは、電池の第１の電池
充電状態、および、測定器が上記スリープモードに入る直前の第１の時刻基準を記録する
ように構成されている。プロセッサは、測定器がスリープモードを出てアクティブモード
に入る直後の第２の時刻基準で第２の電池充電状態を判定するようにさらに構成されてい
る。第２の電池充電状態は、記録された第１の充電状態と、第１の基準時刻と、第２の基
準時刻と、スリープモード中の測定器の所定のエネルギ使用率とに基づいて判定される。
【００１３】
　別の実施形態によれば、電源管理方法は、アクティブモードおよびスタンバイモードで
動作するように構成された電池駆動型測定器を含む。電池駆動型測定器は、電池残量計お
よびマイクロコントローラを含む。この方法は、スタンバイモードに入るための第１の要
求を受信するステップを含む。第１の充電状態は測定器の電池のため記録される。記録は
第１の要求が受信された直後の第１の基準時刻に行われる。第１の基準時刻はマイクロコ
ントローラを使用して記録される。測定器は、電池残量計への電力が断たれるスタンバイ
モードに入れられる。スタンバイモードを出て、アクティブモードに入るための第２の要
求は第２の基準時刻に受信される。第２の基準時刻は第１の基準時刻の後に現れる。第２
の要求に応答して、第２の基準時刻が直ちに記録され、マイクロコントローラは、第１の
基準時刻、第２の基準時刻、測定器のスタンバイモード電流、および、測定器のスタンバ
イモード電圧に基づいて第２の電池充電状態を判定する。
【００１４】
　さらなる実施形態によれば、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、アクティブモー
ドおよびスリープモードで動作する電池駆動型測定器の電源を管理する命令が記憶されて
いる。命令は、スリープモードに入るための第１の要求を受信するステップと、測定器の
電池の第１の充電状態を記録するステップとを含む。記録は第１の要求が受信された直後
の第１の基準時刻に行われる。第１の基準時刻は記録される。測定器は、電池残量計への
電力が断たれるスタンバイモードに入る。第２の要求が、スリープモードを出てアクティ
ブモードに入るために第２の基準時刻に受信される。第２の基準時刻は第１の基準時刻の
後に現れる。第２の要求の直後に、第２の基準時刻が記録される。第２の電池充電状態は
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、第１の基準時刻、第２の基準時刻、スリープモード電流、および、スリープモード電圧
に基づいて判定される。
【００１５】
　本発明のさらなる態様は、以下に簡単な説明が記載されている図面を参照して行われた
様々な実施形態の詳細な説明を考慮して当業者に明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１ａ】一実施形態による蓋を含むセンサを示す図である。
【図１ｂ】蓋のない図１ａのセンサを示す図である。
【図２ａ】一実施形態によるディスプレイ付きの測定器の正面図である。
【図２ｂ】図２ａによる測定器の側面図である。
【図３】一実施形態による充電式電池の充電回路を示す図である。
【図４】電池を充電するため使用される高温度上昇フェーズを有する充電アルゴリズムを
示す図である。
【図５】一実施形態による高温度上昇フェーズおよび低温度上昇フェーズを有する電流調
節フェーズを示す図である。
【図６】一実施形態による温度上昇を最小限に抑える充電式電池を急速充電する方法の有
限状態機械を示す図である。
【図７】一実施形態による電池充電プロファイルを示す図である。
【図８】一実施形態による残量計および電池充電器付きの測定器のための回路を示す図で
ある。
【図９】一実施形態による電池駆動型装置のための電源管理方法の有限状態機械を示す図
である。
【００１７】
　本発明は様々な変形および代替的な形態を受けやすいが、特定の実施形態が一例として
図面に示され、本明細書中で詳細に説明されている。しかし、本発明は開示された特有の
形態に限定されることを意図されていないことが理解されるべきである。むしろ、本発明
は、発明の精神および範囲に含まれるすべての変形、均等物、および、代替物を対象とし
ている。
【００１８】
詳細な説明
　測定器の電池を急速充電するシステムおよび方法が本明細書中に記載されている。電池
駆動型測定器の充電式電池が放電状態になると、緊急試験が必要とされる場合に、たとえ
ば、血糖測定器を使用しているとき、ユーザにとって危機的な状況が起こる。このような
危機的な状況は、充電式電池を使って給電される測定器のため最小限に抑えることが可能
である。放電した電池は、血糖濃度分析のような１回以上の試験を完了するため測定器に
エネルギを与えるのに十分な電荷を供給するために、測定器の中の温度上昇を最小限に抑
えたままで、急速充電技術を使用して非常に短期間に充電可能である。
【００１９】
　図１ａおよび図１ｂと図２ａおよび図２ｂとは、本開示による、血糖測定器のような測
定器のある実施形態を示している。この装置は、流体中の少なくとも１つの検体の濃度を
定量するため使用される電気化学試験センサを収容できる。この装置を使用して定量され
る検体は、ブドウ糖、脂質プロフィール（たとえば、コレステロール、中性脂肪、ＬＤＬ
およびＨＤＬ）、マイクロアルブミン、ヘモグロビンＡ１Ｃ、果糖、乳酸、または、ビリ
ルビンを含む。しかし、本発明は、これらの特定の検体を定量する装置に限定されること
はなく、他の検体濃度が定量されることがあると考えられる。検体は、たとえば、全血試
料、血清試料、血漿試料、または、ＩＳＦ（間質液）および尿のような他の体液の中にあ
ってもよい。
【００２０】
　図１および図２の測定器はほぼ長方形であるとして図示されているが、本明細書中で使
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用される測定器の断面は、円形、正方形、六角形、八角形、他の多角形形状、または、長
円形でもよいことに注意を要する。測定器は、典型的に、ポリマー材料製である。測定器
を形成する際に使用されることがあるポリマー材料の非限定的な実施例は、ポリカーボネ
ート、ＡＢＳ、ナイロン、ポリプロピレン、または、これらの組み合わせを含む。測定器
は非ポリマー材料を使用して製作されてもよいと考えられる。
【００２１】
　ある実施形態では、この装置の試験センサは、典型的に、センサの前部または試験端部
からセンサの中に配置されたバイオセンシングまたは試薬材料まで延びる毛管路が設けら
れている。センサの試験端部が流体（たとえば、人の指が針で刺された後に指の上に溜ま
る血液）の中に置かれるとき、流体の一部分が毛管現象によって毛管路の中に吸い込まれ
る。流体は、その後に、センサの中の試薬材料と化学反応し、その結果、被試験流体中の
検体（たとえば、ブドウ糖）濃度を示す電気信号が提供され、続いて電気組立体へ送られ
る。
【００２２】
　ブドウ糖濃度を定量するため使用することがある試薬材料はブドウ糖酸化酵素を含む。
ブドウ糖脱水素酵素のような他の試薬材料がブドウ糖濃度を定量するため使用されること
があると考えられる。ブドウ糖以外の検体を試験する場合、異なる試薬材料を同様に使用
することになる。
【００２３】
　試験センサの一実施例は図１ａ、図１ｂに示されている。図１ａ、図１ｂは、毛管路７
２と、蓋７４と、複数の電極７６、７８、８０とを含む試験センサ７０を示している。図
１ｂは蓋無しで示されている。複数の電極は、対極７６と、検出電極７８と、作用（測定
）電極８０とを含む。図１ｂに示されているように、試験センサ７０は、試薬を含有する
流体受容領域８２を含む。他の電気化学試験センサを利用することもあると考えられる。
【００２４】
　図２ａ－図２ｂを参照すると、測定器１００の一実施例が本開示の一実施形態により示
されている。測定器１００は、望ましくは、ユーザの財布またはポケットの中にほぼ収ま
るようなサイズである。よって、必然的ではないが、測定器１００は、携帯性を高めるた
めに約２から３インチ未満の長さを有することが望ましい。測定器１００は、約６から９
平方インチ未満の専有面積を有することがさらに望ましい。測定器１００は約３平方イン
チの範囲内の専有面積を有することもある。
【００２５】
　図２ａおよび図２ｂに示されているように、測定器１００は、前部１２０を介して見え
るディスプレイ１０２と、試験センサ取り出しポート１０４と、ユーザインターフェース
・機構部１０６とを含む。ユーザインターフェース機構１０６は、ボタン、スクロールホ
イールなどでもよい。図２ａはある程度の個数の表示セグメントを備える測定器１００を
示している。ユーザが試験センサに流体（たとえば、血液）を設置した後、検体（たとえ
ば、ブドウ糖）レベルが、読みをディスプレイ１０２に表示する測定器１００によって定
量される。
【００２６】
　測定器１００は、典型的に、試験手順中に生成されたデータを処理および／または記憶
するマイクロプロセッサなどを含む。たとえば、ユーザインターフェース機構１０６ａ－
１０６ｂは、測定器１００の電子機器を作動させたり、前の試験手順の結果を呼び出して
閲覧したり、食事および／または運動の指標を入力するなどのために押し下げられる。測
定器１００は、電池駆動型装置のための測定器１００の再充電機能を制御するルーチンを
実行することを含む電源管理のため、同じまたは異なるマイクロプロセッサをさらに使用
することがある。
【００２７】
　試験センサ取り出しポート１０４は、試験センサを受容および／または保持し、流体試
料の検体濃度を定量するのを助けるために適合している。少なくとも検体濃度をユーザに
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通知するため、測定器１００はディスプレイ１０２を含む。測定器１００で使用されるこ
とがあるディスプレイ１０２の一実施例は液晶ディスプレイである。液晶ディスプレイは
、典型的に、試験手順からの情報、および／または、ユーザインターフェース機構１０６
ａ－１０６ｂによって入力された信号に応答した情報を示す。ディスプレイの他の形態は
、たとえば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、バックライ
ト付き液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、セグメントディスプ
レイ、または、他の形態の透過型ディスプレイを含む。この形態のディスプレイは、測定
器によって使用されるエネルギの量に最低限または重大な影響を与えることがある。
【００２８】
　測定器１００は、主電源、電池、または、他の適当などのような電源によって給電され
ることがある。主電源は、内部駆動型ＡＣおよび／またはＤＣ電源を含むことがある。測
定器１００は、測定器１００の携帯性のため電池によって給電されることが望ましい可能
性がある。電池筐体１３０は、測定器１００の後部１２２または前部１２０の内側に位置
することがある。
【００２９】
　ある実施形態では、測定器１００の電池は、電源アダプタレセプタクル１２４を介して
測定器１００に接続可能である主電源によって再充電できる。たとえば、リチウムイオン
（Ｌｉ－Ｉｏｎ）と、リチウムポリマ（Ｌｉ－Ｐｏ）と、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ
）と、ニッケル金属水素（ＮｉＭＨ）を含む様々な形態の充電式電池構成が測定器１００
に給電するため使用されることがある。
【００３０】
　ある測定器１００の構成では、充電式電池（図示せず）を、測定器１００の電池筐体１
３０から取り外し、たとえば、標準的なＡＣ壁コンセントに差し込むか、または、自動車
バッテリに接続される別個の充電器の中に収納する。他の測定器は、電池が電池筐体１３
０の中に存在している間に、専用アダプタの一方の端部を測定器１００の電源アダプタリ
セプタクル１２４に差し込むことにより充電可能である。次に、電池を充電するため、専
用アダプタのもう一方の端部をＡＣ電源コンセントに差し込む。ある実施形態では、専用
アダプタの一方の端部をユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）のようなコンピュータ
の供給源に接続し、もう一方の端部を電源アダプタリセプタクル１２４に接続することに
よって測定器１００に給電することがある。
【００３１】
　電池充電器は、電池の劣化を最小限に抑えて電池を充電するため典型的に使用される充
電電流より高い充電電流を使用することにより充電式電池に高速または急速充電を行う能
力がある。この電池の急速充電の原理は、電池充電器集積回路にも当てはまる。たとえば
、Ｌｉ－Ｉｏｎ、ＬｉＰｏ、ＮｉＣｄ、およびＮｉＭＨのような充電式電池は、電池寿命
を著しく短縮すること無しに、約２Ｃから５Ｃまでの高速充電レートを可能にする。用語
Ｃは、充電中の所与の電池の定格能力として定義される。たとえば、２００ｍＡｈの容量
の電池は、２００ｍＡの１Ｃレート、４００ｍＡの２Ｃレート、および、１０００ｍＡの
５Ｃレートを有する。ある実施形態では、高い充電レートでの電池の非常に短い充電時間
は、数回の流体検体濃度試験を可能にするために十分なエネルギを測定器電池に供給可能
である。
【００３２】
　ある実施形態では、装置は、たとえば、約１０回の流体検体濃度試験が電池の残りの充
電量で完了できる、という早期警戒警報を発することがある。装置は、たとえば、２回以
下の試験が残りの充電量に基づいて完了できることを示す最終警報をさらに発することが
ある。このような状況では、特に、最終警報の後に、非常に短い時間に高い充電レートで
電池を充電することが有利であろう。
【００３３】
　１回の検体濃度試験で使用されるエネルギ量を実証する一実施例が本明細書に記載され
た実施形態に類似した測定器に関して与えられる。試験が２分を要し、測定器１００のデ
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ィスプレイ１０２がこの時間中に常時動いている、と仮定すると、透過型ディスプレイ（
たとえば、ＯＬＥＤ、バックライト付きＬＣＤ、ＴＦＴ）を有する測定器１００は、３．
６ボルト（Ｖ）の充電式電池から最大で約４０ミリアンペア（ｍＡ）を消費する可能性が
ある。以下の式は、試験の所要時間、電池電圧、および、電流に対する、測定器によって
消費されるエネルギの関係を数学的に明らかにする。
　ＥＦＲＯＭ　ＢＡＴＴＥＲＹ＝Ｉ×ＶＢＡＴ×ｔＯＰＥＲＡＴＩＯＮ

式中、ＥＦＥＯＭ　ＢＡＴＴＥＲＹはエネルギ消費量であり、
　　　ＶＢＡＴは電池の電圧であり、
　　　Ｉは測定器によって引き出される電流であり、
　　　ｔＯＰＥＲＡＴＩＯＮは検体濃度試験の所要時間である。
上記実施例からの値を適用すると、
　ＥＦＲＯＭ　ＢＡＴＴＥＲＹ＝４０×１０－３Ａ×３．６Ｖ×２分×６０秒≒１７Ｊ
である。
【００３４】
　別の実施例は、本明細書に記載された実施形態に類似した測定器用の充電式電池の急速
充電のシナリオを実証する。測定器は、ＵＳＢポートに接続してもよい専用アダプタを使
用して電源に、または、別の電源に差し込むことが可能である。本実施例では、内部電池
充電回路は充電レート２Ｃを提供する。電池が、たとえば、ある期間ｔＣＨＡＲＧＩＮＧ

（たとえば、３０秒、１分）に亘って充電された後、電池充電器から受けるエネルギは以
下の関係によって近似される。
　ＥＣＨＡＲＧＥＤ＝ＩＣＨＡＲＧＩＮＧ×ＶＢＡＴ×ｔＣＨＡＲＧＩＮＧ

式中、ＥＣＨＡＲＧＥＤは電池充電器から受けたエネルギであり、
　　　ＶＢＡＴは電池の電圧であり、
　　　ＩＣＨＡＲＧＩＮＧは充電電流（たとえば、２００ｍＡｈ電池の場合、ＩＣＨＡＲ

ＧＩＮＧは、充電レート２Ｃで４００ｍＡ）であり、
　　　ｔＣＨＡＲＧＩＮＧは充電所要時間（たとえば、本実施例では１分）である。
上記実施例からの値を適用すると、
　ＥＣＨＡＲＧＥＤ＝０．４Ａ×３．６Ｖ×６０秒＝８６．４Ｊ
である。本実施例は、電流レート２Ｃで約６０秒間電池を充電した後、上記の実施例で１
７ジュールであると計算された１回の試験のエネルギの消費量に基づいて約５回の試験（
８６．４Ｊ／１７Ｊ≒５）を実行するために十分なエネルギが充電式電池に供給できるこ
とを実証する。
【００３５】
　測定器電池のための急速充電の使用は、測定器の温度上昇をもたらし、測定器によって
出力された結果として得られる検体濃度の読みを変える可能性がある。したがって、急速
充電は、たとえば、充電式電池を有する測定器のような温度感受性測定器のため望ましい
が、装置のため温度上昇を最小限に抑えることがさらに望ましい。
【００３６】
　本明細書に記載された実施形態は、電源を使用することで短時間に電池を急速充電する
携帯型測定器のような、温度感受性のある試験を実行する測定器用の電池の急速充電を可
能にする。ある実施形態では、充電過程は、急速充電が完了した後、通常充電レートで継
続する。実施形態は、望ましくは、測定器の温度上昇を最小限に抑える。
【００３７】
　ある実施形態では、測定器の内部充電回路は、急速充電モードおよび通常充電モードを
有することがある。内部充電回路は、急速充電レートから温度上昇がごくわずかな状態で
ある通常充電レートへ充電レートを低下することにより、測定器の温度上昇をさらに制限
可能である。このような実施形態は、ユーザが急速充電に続いて専用アダプタを電源から
抜かないときに特に有利である。
【００３８】
　ある実施形態では、測定器電池がＵＳＢポートまたは電源アダプタのような外部電源に
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接続されると、内部充電回路または電池充電器は、最初に急速充電モードに入り、続いて
、特定の温度感受性のある携帯型測定器のための温度上昇基準に従って、通常または遅速
充電モードに切り替わることがある。たとえば、急速充電モードは、約５Ｃまでの充電レ
ートを有することがある。他の実施形態では、充電レートは５Ｃを超えることがある。充
電レートは、電池の構成または電源（たとえば、ＵＳＢポートまたは電源アダプタ）の電
流出力のような基準に基づいて変化することになる。リチウムイオン電池の実施例では、
最大充電レートは約２Ｃである。ＵＳＢポートの実施例では、電流能力は１００ｍＡまた
は５００ｍＡのいずれでもよい。
【００３９】
　ある実施形態では、充電式電池の急速充電が完了したとき、内部電子回路は、可聴信号
または光信号のような知覚できる信号をユーザに供給可能である。この信号は、電池が所
望の（複数の）試験に給電するために十分なエネルギを有することをユーザに知らせる。
この時点で、ユーザは、電源から測定器を抜き、検体濃度試験を実行するという選択肢が
ある。ユーザが電源から測定器を抜かない場合、測定器用の充電回路は、たとえば、約０
．５Ｃから１Ｃの範囲に入る充電レートを提供する通常充電モードに切り替わるように構
成可能である。通常充電モードでは、電池にて発生する熱は、急速充電モードの高い充電
レートの場合より少ない。ある実施形態では、通常充電モードは、充電に起因する放熱と
、温度感受性のある測定器から周囲外気（たとえば、空気）への熱放射との間の平衡を可
能にさせる充電電流レベルに設定可能である。ある実施形態では、通常充電モードにおい
て、急速充電モードの間に到達した温度を維持することが望ましい。
【００４０】
　今度は図３を参照すると、ある実施形態による充電式電池３１０の充電回路３００の概
略が示されている。充電回路３００は、測定器電池の充電中に起こる電池温度上昇と類似
した電池温度上昇が電池３１０の充電中に生じる。電池３１０は電池の放熱の原因となる
内部等価直列抵抗（ＥＳＲ）３１２を有する。さらに、電池３１０の温度上昇は、充電時
間と、二次充電電流とに比例することになる。ＥＳＲは電池の形態に応じて変化する。た
とえば、５０％放電したリチウムポリマ電池は、およそ０．０７オームより小さい典型的
な等価直列抵抗を有する。充電回路３００は、電池３１０に接続された、外部電源のよう
な、充電器３３０をさらに含む。
【００４１】
　別の実施例は、急速充電モードにおいて電池の中に発生された熱の量の近似を実証する
。電流レート２Ｃおよび容量２００ｍＡｈを有する上記リチウムイオン電池のようなリチ
ウムイオン電池を仮定して、充電電流の値を以下の通り計算した。
　ＩＣＨＧ＝２×２００＝４００ｍＡ＝０．４Ａ
充電過程中に電池３１０の内部等価直列抵抗３１２によって引き起こされる電力消費、ま
たは、熱は、以下の関係を使用して計算できる。
　Ｐ＝ＩＣＨＧ

２×ＥＳＲ
上記値を適用すると、電池電力消費は、
　ＰＤＩＳＰ＝（０．４Ａ）２×０．０７＝０．０１２Ｗ
である。仮定した６０秒の急速充電に対するエネルギ消費は、以下の関係式を使用して０
．７２ジュールと計算された。
　Ｑ＝ＰＤＩＳＰ×ｔ＝０．０１２Ｗ×６０秒＝０．７２Ｊ
伝達された熱の一般的な関係は、
　Ｑ＝ｍ×（ΔＴ）×Ｃｐ（Ｊ）
として表現され、式中、
　　Ｑ＝伝達された熱
　　ΔＴ＝温度変化
　　Ｃｐ＝電池の比熱
　　ｍ＝質量
である。比熱は使用される充電式電池の形態に依存して変化することになる。プラスチッ
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ク／箔／繊維の混合材料から作られたリチウムポリマ電池の実施例では、比熱は１から３
Ｊ／ｇ・℃の範囲に入る。温度上昇を慎重に計算するため、より低い比熱の値が使用され
ることになる。典型的な２００ｍＡｈリチウムポリマ電池の質量は約５グラムである。上
記値および結果を適用すると、この熱伝達関係によって生じる温度上昇は、
【数１】

である。
【００４２】
　ある実施形態で起こり得る、急速充電のシナリオに適用可能な上記の実施例では、０．
１４℃以下の温度上昇は無視できると考えられ、検体の濃度の読みに影響を与えることは
ないと予想される。他の実施形態では、約１℃以下の温度上昇は、流体試料の検体濃度の
試験にとって無視できると考えてよい。さらに、上記の実施例では、測定器と空気との間
の熱伝達が計算結果から減算されていないし、電池－測定器システム全体に基づいて温度
上昇が計算されてもいないので、予想されるよりも高い温度の上昇が慎重に推定されてい
る。それどころか、温度の上昇の計算は、電池だけに対して慎重に推定された。
【００４３】
　上記計算は、他の仮定された因子と共に仮定された６０秒の急速充電時間を使用する一
連の計算に基づいている。計算が実証するように、たとえば、充電レート２Ｃで、３０秒
のより短い急速充電時間は、１回以上の検体濃度の試験のため十分なエネルギを仮定され
た測定器に供給する。
【００４４】
　今度は図４および図５を参照すると、標準的な充電アルゴリズムが図４に示され、急速
充電アルゴリズムの実施形態が図５に開示されている。図４および図５のアルゴリズムの
充電手順は、プレコンディショニングフェーズで始まり、次に、電流調整フェーズへ進み
、そして、電圧調整および終端フェーズで終わり、その後、電池の充電が完了すると考え
られる。図５の急速充電アルゴリズムは、電流調整フェーズを２個の別個のステップにさ
らに分割する。電流調整フェーズは、温度上昇が高い急速充電モードまたは高電流調整フ
ェーズにおいて始まり、所定の期間の経過後、または、所定の充電電圧が達成された後、
充電電流は減少するか、または、温度上昇が低い低電流調整に移ることになる。
【００４５】
　図４および図５の両方に関して、電池が電池充電器からエネルギを受ける限り、電池は
、電池が調整電圧に達するまで充電し続けることがあり、その調整電圧に達した点で充電
電流は充電が完了したと考えられるまで減少する。図４と図５との間の相違点は、標準的
な充電アルゴリズム（図４）では、電流充電が最低充電電圧に達した時点から調整電圧に
達する時点まで一定に保たれることである。しかし、急速充電アルゴリズムでは、充電電
流は、最低充電電圧に達した後、短期間に亘って上昇し、その後、充電電圧は降下するの
で、温度上昇は測定器を用いて実施されるどのような温度感受性試験に対しても無視でき
る点まで最小限に抑えられる。図５のアルゴリズムの充電時間は、図４に示された標準的
な充電アルゴリズムより長くなることがある。
【００４６】
　今度は図６を参照すると、測定器電池の急速充電のための有限状態機械の実施形態が図
示されている。図６の実施形態は、たとえば、コントローラまたはマイクロプロセッサを
使用して実施可能である。測定器は、測定器が電源、たとえば、電源アダプタまたはＵＳ
Ｂポートに接続されていないステップ６００でスタンドアロンモードまたは非充電モード
に入る。測定器は、今度は、充電式電池を有する測定器における充電アルゴリズムを開始
可能であるステップ６０５で電源に接続される。ある実施形態では、バッテリは、電流が
、たとえば、充電電流２Ｃから５Ｃに調整されるステップ６１０において、急速充電レー
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トで充電を開始する。急速充電レートは、ステップ６１５で、たとえば、３０秒間または
１分間のような所定の期間に亘って持続する。急速充電期間は、例えばある時間または温
度上昇を超えることなく、充電電圧の閾値に達した電池に基づいて決定されることもある
。
【００４７】
　急速充電ステージ６１０の間に、ステップ６２５において、電池温度が高すぎるかどう
かの判定を温度センサによる監視を通じて行ってもよい。ある実施形態では、電池温度が
ステップ６２５で非常に高いと認められた場合、充電過程は停止可能であり、充電器およ
び／または電池故障が起こったか否かの判定がステップ６３０で行われる。この時点で、
測定器はステップ６００のスタンドアロンモードに復帰可能であり、是正措置をとること
が可能である。ある実施形態では、ステップ６２０で時間または電圧が閾値に達すると、
ステップ６３５で可聴もしくは可視警報、または、他の信号が、急速充電の完了をユーザ
に知らせるため使用されることがある。
【００４８】
　有限状態機械の急速充電方法は、その後、ステップ６４０で、充電電流が削減される通
常充電フェーズに入ることがある。ある実施形態では、測定器は、その後、ステップ６４
５で電源から切断されることがある。ステップ６５０において、電池温度が高すぎるかど
うかについての別の判定のこの段階で行われ、充電過程の停止の原因となることがあり、
ステップ６３０で充電器および／または電池故障が起こったかどうかが判定される。通常
充電モード中に、ルーチンは、ステップ６５５で、電池電圧が閾値を超えたかどうかをさ
らに評価可能である。閾値を超えた場合、充電はステップ６６０で定電圧調整フェーズに
入ることが可能である。ある実施形態では、測定器はステップ６６５で電源から切断され
ることがある。ステップ６７０において、電池温度が高すぎるかどうかのさらなる評価が
この時点でさらに行われることがあり、同様に充電過程の停止の原因となることがあり、
ステップ６３０で、充電器および／または電池故障が起こったかどうかが判定される。あ
る実施形態では、ルーチンは、充電電流がステップ６７５である閾値を超えたかどうかを
周期的にチェック可能である。充電電流が閾値を超える場合、充電ルーチンはステップ６
６０で定電圧調整フェーズを継続することがある。充電電流がステップ６８０で所定の閾
値未満である場合、ユーザは、たとえば、可聴または可視キューを使用して、電池または
システムの充電が完了したことをステップ６８５で知らされる可能性がある。測定器は、
この時点で、充電過程が完了したステップ６９０のスタンバイモードに入ることが可能で
ある。ユーザは、この時点で、ステップ６９５において電源から測定器を抜くことがあり
、その時点で、測定器はステップ６００のスタンドアロンモードに復帰する。
【００４９】
　ここで開示された温度感受性のある測定器用電池の急速充電の実施形態は、多数の利点
を提供する。たとえば、電圧が所定のレベルに達するまで、一定の高いレートで電池を絶
えず充電する代わりに、電池は、制限された回数の血糖濃度試験のため十分なエネルギを
供給するために短期間だけ高レートで充電されている。急速充電後、充電器は、急速充電
フェーズの終わりでの電池温度を維持する低レートまたは通常充電モードに切り替わるこ
とがある。本明細書中に開示された実施形態は、測定器の実施例では、ユーザが充電式電
池によって動作する測定器を使用することに関連した利益を享受することを可能にすると
共に、温度上昇によって試験の正確さを犠牲にすることなく、測定器を急速充電すること
をさらに可能にする。
【００５０】
　ある実施形態では、温度上昇は、電池または測定器に関して所定の周期的な間隔で監視
可能である。測定器の電池内の温度上昇が所定の閾値を超える場合、急速充電ルーチンま
たは通常充電ルーチンは取消可能である。このような温度上昇は、測定器装置または電池
の故障を示すことがある。
【００５１】
　ある実施形態では、電池駆動型測定器は、試験センサを使用して流体試料の検体濃度を
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判定するため適合している。測定器は、試験センサの少なくとも一部分を受容するような
サイズの試験ポートまたは開口部を含む。前部は流体試料の検体濃度を表示するため動作
可能であるディスプレイを有する。ユーザ相互作用機構部は測定器を制御するため使用で
きる。筐体は充電式電池を保持するため設けられることがある。電池充電器コンポーネン
トは、測定器と動作的に関連付けることができ、充電式電池のための急速充電アルゴリズ
ムをさらに実行可能である。一実施形態では、アルゴリズムは、（ｉ）外部電源への接続
を監視するステップと、（ｉｉ）外部電源が検出された場合、第１の所定の事象が発生す
るまで、第１の充電レートで電池を急速充電するため充電ルーチンを実施し、引き続き、
第２の所定の事象が発生するまで、第２の充電レートで前記電池を充電するステップとを
含む。第２の充電レートは第１の充電レートより低い。他の実施形態では、第１の充電レ
ートに起因した充電式電池における温度上昇は、流体試料にごくわずかな熱伝達の影響を
与える。
【００５２】
　他の実施形態では、電池駆動型測定器は血糖測定器である。電池駆動型測定器は２Ｃか
ら５Ｃまで変化する第１の充電レートをもつことが可能である。電池駆動型測定器は１Ｃ
未満である第２の充電レートをもつことも可能である。電池充電器コンポーネントは集積
回路の一部でもよい。
【００５３】
　他の実施形態では、電池駆動型測定器の第１の所定の事象は所定の時間の経過である。
所定の時間は、およそ１分間以下でもよい。電池駆動型測定器の第１の所定の事象は、所
定の充電電圧を超えることでもよく、または、充電式電池の中で温度が所定の閾値を超え
ることでもよい。電池駆動型測定器の第１の所定の事象は、測定器の中で温度が閾値を超
えることでもよい。
【００５４】
　他の実施形態では、電池駆動型測定器の外部電源は、コンピュータ装置のポートでもよ
い。充電式電池が、上昇する温度を読むために周期的に監視されてもよい。
【００５５】
　ある実施形態では、血糖またはその他の流体検体測定器の中の電池を急速充電する方法
は、外部電源への接続を監視するステップと、第１の所定の時間に亘って第１の充電電流
レートで電池を充電する急速充電ルーチンを実施するステップとを含む。第１の所定の時
間に続いて、この方法は、第２の所定の時間に亘って第２の充電電流レートで電池を充電
する通常充電ルーチンを実施するステップをさらに含む。第１の充電電流レートは第２の
充電電流レートより大きい。第１の所定の時間は、第１の充電電流レートと関連付けられ
た充電電流に起因した上記電池の中のおおよその温度上昇に少なくとも部分的に基づいて
いる。
【００５６】
　他の実施形態では、この方法のための第１の所定の時間は、充電電圧の閾値に少なくと
も部分的に基づいている。測定器は液晶ディスプレイをさらに有することがあり、充電電
圧の閾値は、５回以下の血糖濃度試験を実施するために十分であることがある。第１の充
電電流レートおよび第２の充電電流レートはほぼ一定でもよい。
【００５７】
　他の実施形態では、この方法は、第１の所定の時間後に、血糖測定器のユーザに知覚で
きる信号を使って通知するステップをさらに含む。所定の事象が起こるまで、第２の充電
電流レートより低い第３の電流レートで電池を充電する充電終了ルーチンが第２の所定の
時間後にさらに実施されることがある。第３の充電電流レートは連続的に減少することも
ある。
【００５８】
　ある実施形態では、コンピュータ読み取り可能な媒体は、血糖測定器のような測定器用
の電池の急速充電を指令する命令を用いて符号化される。測定器は、一般に、流体試料の
検定濃度の判定のような温度感受性のある試験を実施している。命令は外部電源への接続
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を監視するステップを含むことがある。急速充電ルーチンまたはアルゴリズムは、その後
、ある時間の経過またはある電圧の閾値への到達のような第１の所定の事象が起こるまで
、第１の充電電流で電池を充電するため実施されることがある。第１の所定の事象の出現
後、通常充電ルーチンまたはアルゴリズムが第２の所定の事象が起こるまで第２の充電電
流で電池を充電するため実施されることがある。第１の充電電流は第２の充電電流より大
きい。
【００５９】
　血糖濃度を試験するシステムのような電池駆動型測定器のある実施形態は、電池残量計
を含むことがあると考えられる。たとえば、電池残量計集積回路が電池の充電の状態を判
定するためシステムに組み込まれることがある。電池充電情報は電池駆動型測定器システ
ムの内部で動作する電源管理ルーチンによって使用されることもあると考えられる。電源
管理ルーチンは、使用期間および不使用期間に電源を管理することによって測定器が延長
された期間に亘って動作することを可能にすることがある。たとえば、電池駆動型血糖測
定器における電源管理ルーチンは、血糖濃度が分析される期間中、および、このような分
析の間の期間中に電力消費を制御することにより、電池を再充電する必要なしに長時間に
亘る測定器の使用を可能にする。
【００６０】
　図２に示された典型的な実施形態において、上述されているように、異なる形態の充電
式電池構成が、リチウムイオン（Ｌｉ－Ｉｏｎ）電池、リチウムポリマ（Ｌｉ－Ｐｏ）電
池、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）電池、または、ニッケル金属水素（ＮｉＭＨ）電池
を含む測定器に給電するため使用されることがある。リチウムベースの電池の使用は、リ
チウム電池の両端間の電圧が典型的に測定器動作中に、すなわち、放電過程中に著しく降
下しないので、測定器動作に対して一定の利益をもたらす。
【００６１】
　図７は本願のある実施形態による電池放電プロファイルを示している。放電プロファイ
ルは、血糖測定器のような測定器の動作中の電池放電期間のＬｉ－Ｐｏ電池に関する負荷
電圧の変化を示している。図示されたＬｉ－Ｐｏ電池の完全充電電圧は約４．１ボルトで
ある。放電プロファイルは、電池の定格容量（Ｃ）の２０、５０、および、１００パーセ
ント、すなわち、それぞれ、０．２Ｃ、０．５Ｃ、および、１Ｃで動作する電池に関して
示されている。たとえば、０．５Ｃで動作するＬｉ－Ｐｏ電池を用いると、電池の残り充
電量４０パーセントから残り充電量２０パーセントまで変わる範囲に亘って、Ｌｉ－Ｐｏ
電池は、約４０ミリボルト以下である電圧変化が生じる。０．２Ｃから１Ｃまでの放電電
流の変動がある場合でも、図示されたＬｉ－Ｐｏ電池の電圧変化は１００ミリボルトレン
ジに亘ることがある。初期放電電流０．５Ｃの場合、このことは、０．２Ｃまで降下し、
１Ｃまで上昇する放電電流の変化に対し、平均電圧変化±５０ミリボルトを意味する。図
７にさらに示されているように、測定器で使用されることがあるＬｉ－Ｐｏ電池のような
Ｌｉ－Ｐｏ電池の負荷電圧は、充電量の５パーセント未満が残っているとき、著しく減少
することがある。
【００６２】
　電池の充電状態を判定する従来型の直流電圧測定方法は、典型的に、Ｌｉ－Ｐｏ電池ま
たはＬｉ－Ｉｏｎ電池の場合にうまく機能しないので、電池残量計は、ある電池駆動型装
置、たとえば、リチウム電池を使用する携帯型測定器に役立つことがある。たとえば、図
７に示されているように、リチウム電池の両端間の電圧は、電池の放電段階の間に大幅に
変化しない。リチウム電池の残りの充電量を評価することは、難しくなる。なぜなら、電
池駆動型装置による電池への負荷、または、電池の放電による、リチウム電池の電圧変化
が小さいことがあるためである。電池残量計は、たとえば、充電中に電池が受け取る電荷
の個数と、放電中に電池が失う電荷の個数とを計数して、充電および放電の両方の方向で
電池の中を流れる電流を連続的に監視することが可能である。
【００６３】
　図８は、本開示のある実施形態による、たとえば、血糖測定器のような測定器に適用可
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能である残量計８０３付きの電池充電器８０１を含む回路を示している。電池充電器は主
電源８１１と連結されることがある。主電源は、電源コンセント、発電機、ＡＣ／ＤＣ壁
取り付けアダプタ、ＵＳＢポート、または、電池を充電するため十分な電力を供給可能で
ある他の電源でもよい。電池充電器８０１は電池８０２の正電極に接続される。電池８０
２の負電極は検出抵抗器８０７を介して接地８２０に連結される。図８に示されているよ
うに、マイクロコントローラ８０５および残量計８０３は、電圧調整器８０４を使用して
給電されることがある。電池充電器８０１および電池８０２に対する電圧調整器８０４の
構成は、電圧調整器が、たとえば、システムが電池を充電しているときには電池充電器８
０１、または、システムが放電しているときには電池８０２のいずれかから常に電力を受
けることを可能にする。マイクロコントローラ８０５と残量計８０３との間のインターフ
ェース８１３は２台の装置の間での情報の伝達を可能にするので、電池８０２の充電の状
態が判定可能である。マイクロコントローラ８０５は、リアルタイムクロックを含むこと
があり、残量計８０３からデータをさらに受信し処理することがある。残量計からのデー
タがマイクロコントローラ８０５によって処理された後、マイクロコントローラ８０５は
電池８０２の充電の状態をディスプレイ８０６に表示することがある。
【００６４】
　図８に示された実施形態は、電流が電池充電器８０１から電池８０２へ流れる充電過程
を可能にする。充電過程の間に、電流は検出抵抗器８０７を通って電池８０２から接地８
２０へ進む。充電過程の間に、残量計８０３は、電池８０２が電池充電器８０１から受け
る電荷の個数を判定するため検出抵抗器８０３の両端間の電圧を監視する。電池８０２の
充電が完了したとき、電池充電器８０１は電池充電が完了したという信号８１２をマイク
ロコントローラ８０５へ送信する。電池充電器８１２とマイクロコントローラ８０５との
間の充電が完了したという通信は、マイクロコントローラ８０５を残量計８０３と同期さ
せることを含む。電池充電完了信号８１２と同時またはほぼ同時に、マイクロコントロー
ラは、充電が完了したことを示す「充電完了」テキスト、または、アイコンがディスプレ
イ８０６に表示されるように、ディスプレイ８０６と通信することがある。
【００６５】
　電池充電器８０１は主電源８１１から切断されることがある。切断されたとき、電池８
０２は、その後、図８に示された回路の唯一の電源になる。さらに、主電源８１１からの
切断後すぐに、それまで電池から検出抵抗器８０７へ流れていた電流の向きは、変化、ま
たは、反転する。この時点で、同様に、残量計８０３は、瞬時またはほぼ瞬時に、検出抵
抗器８０７の両端の電圧の反転された極性を検出する。検出抵抗器８０７における反転さ
れた極性は、電池が放電しているときに電池８０２から出るエネルギ単位、すなわち、電
荷を計数することにより電池８０２からの電流の追跡を開始するように残量計８０３を始
動させる。図８に示された回路の放電フェーズの間に、マイクロコントローラ８０５およ
び残量計８０３は、マイクロコントローラが電池８０２の充電状態に関する最新情報を受
信することを可能にするため、インターフェース８１３を介して周期的に、または、ほぼ
連続的に通信可能である。
【００６６】
　主電源８１１は放電過程の間のいつでも電池充電器８０１に接続できる。接続は、電池
８０２を流れる電流の向きを反転させ、放電モードから充電モードへ切り替えさせる。電
池８０２を流れる電流の向きの反転の時点または反転の時点の付近で、残量計８０３は、
充電過程の間に電池８０２に入る電荷の個数を計数することにより電池８０２への電流を
追跡する。
【００６７】
　充電過程および放電過程は、残量計８０３およびマイクロコントローラ８０５を使用し
て定期的に（たとえば、周期的、連続的など）監視可能である。定期的または連続的な監
視を通じて、マイクロコントローラ８０５は、電池に残存しているエネルギ単位に関する
情報を更新し、電池８０２の中の電池充電の状態の比較的正確な評価を行うことを可能に
する。マイクロコントローラ８０５によって判定された電池充電の状態は、その後、ディ
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スプレイ８０６に表示されることがある。ディスプレイ８０６に表示される実施形態は、
充電の状態をユーザに見せるために４個のバーをもつアイコンである。
【００６８】
　携帯型または電池駆動型測定器に含めることができる特徴は、不使用期間または限定使
用期間における測定器の電力消費を制限するスリープモードまたはスタンバイモードであ
る。図８に示された実施形態では、マイクロコントローラ８０５は回路をスリープモード
に移行させるために使用可能である。電力消費を制限するため、マイクロコントローラ８
０５がシステムをスリープモードに移行させるとき、残量計８０３は配電回路から取り外
されることが望ましい。図８に示されているように、マイクロコントローラ８０５から電
源スイッチ８１４への電源スイッチ制御信号８１５は、残量計８０３を分離するため使用
可能である。
【００６９】
　図８に示された実施形態はスリープモード中の電力消費が著しく削減されることを可能
にするので役に立つ。残存電池充電量を連続的に監視する残量計によるエネルギ使用は重
大であることがある。連続動作する残量計８０３は、低電力残量計であるとしても、スリ
ープモードに入れられたシステムの場合でさえ、約５０から１００マイクロアンペアを消
費する。血糖測定器のような携帯型電池駆動型システムにおけるこのような電力消費は重
大であると考えられる。マイクロコントローラ８０５は、スリープモードの間であっても
、数マイクロアンペア（たとえば、およそ１から１０マイクロアンペア）しか消費しない
ことがある。
【００７０】
　ある実施形態では、システムがスタンバイまたはスリープモードに入ったとき、バッテ
リ残量計８０３は分離されるとともに、電池からの電力を消費することを許容されなくな
る。電源スイッチ８１４は、放電過程中に、すなわち、主電源８１１が切断されていると
き、電圧調整器８０４によって残量計８０３へ向けられる電力を制御するため使用可能で
ある。電圧調整器８０４は、放電過程中にマイクロコントローラ８０５および残量計８０
３に給電するために回路内に設けられる。電源スイッチ８１４はマイクロコントローラ８
０５に接続されるので、マイクロコントローラは電源スイッチ制御信号８１５を電源スイ
ッチ８１４へ送信可能である。電源スイッチ８１４は、その後、残量計８０３に給電する
回路を開閉することになる。たとえば、マイクロコントローラ８０５が測定器はスタンバ
イまたはスリープモードに入るべきであると判定する場合、マイクロコントローラ８０５
は、電流を残量計８０３へ向ける回路を開く信号８１５を電源スイッチ８１４へ送信する
。図８の図解では、電源スイッチ８１４によって回路を開くことにより、電池８０２の電
流消費が約５０から１００マイクロアンペア削減される。測定器がアクティブモードに復
帰するとき、マイクロコントローラ８０５は、電流が残量計システム８０３に再導入され
るとき残量計８０３がその機能を再開できるように、電池８０２と残量計８０３との間の
回路を閉じるため、別の信号８１５を電源スイッチ８１４へ送信可能である。
【００７１】
　スタンバイまたはスリープモードの期間中、測定器は電池８０２の残存期間を評価し続
けることが望ましい。たとえば、血糖測定器の場合、ユーザは装置を毎日作動させること
がある。装置が１日以上、または、１週間以上に亘って使用されず、したがって、スタン
バイまたはスリープモードのままである、ということも考えられる。図８に示された実施
形態では、マイクロコントローラ８０５は、スリープモード（たとえば、超低電力消費）
の間に、電流約２から３マイクロアンペアを引き出し続ける。残量計８０３が、図８に示
されているように、スリープモード中に電力消費回路から取り外し可能である間、マイク
ロコントローラ８０５のような残りの電力引き出しコンポーネントの電力消費を追跡する
ことが重要である可能性がある。しかし、電力消費回路から残量計８０３を取り外すこと
によって、電流蓄積および消費を追跡する装置である残量計８０３の動作が行われなくな
る。
【００７２】
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　ある実施形態では、残量計の非動作中の電池の残存期間または電力消費の評価は、電源
管理ルーチンを含むプロセッサまたはマイクロコントローラを使用して達成可能である。
電源管理ルーチンは、たとえば、充電式電池のような有限電源を有する測定器の実行時間
を延長可能である。
【００７３】
　図８の実施形態では、電源管理ルーチンを実施するマイクロコントローラ８０５は、ス
タンバイまたはスリープモードに入る前にいくつかのステップを実行可能である。マイク
ロコントローラ８０５は、タイマを含むか、または、タイマからデータを受信する。タイ
マは、電池８０２の中の残存電荷を評価するのに使用される（複数の）基準時刻を維持す
る。タイマは、リアルタイムクロックを使用して（複数の）基準時刻を定めることがある
。たとえば、スリープモードに入る前に、マイクロコントローラ８０５は、電池充電の最
後の状態を記録すると共に基準時刻または実際の時刻を記録する。マイクロコントローラ
８０５は、その後、残量計８０３への回路を開くため、すなわち、電力消費ループから残
量計８０３を取り除くため、信号８１５を電源スイッチ８１４へ送信する。残量計８０３
は電力を受けないので、電池８０２からの電力の消費は著しく低減されるが、残量計は電
力消費の追跡を停止する。しかし、スリープ又はスタンバイモードに入る前に、マイクロ
コントローラ８０５による基準時刻の記録は、マイクロコントローラ８０５がウェイクア
ップした後に測定器システム内での電力消費量の判定を可能にする。測定器は、ユーザが
測定器に指示することによりスリープモードを終了することがある。たとえば、ユーザは
ボタンを押すことがあり、または、所定のウェイクアップ基準が測定器のため確立される
ことがある。
【００７４】
　マイクロコントローラ８０５がスタンバイまたはスリープモードを終了する指示を受信
した後、いくつかの動作が残量計８０３の非動作中に失われた電池放電電荷の数を再計算
し回復するため行われる。電源スイッチ制御信号８１５が電池残量計８０３にエネルギを
与えるため電源スイッチ８１４へ送信される。マイクロコントローラ８０５は、
第２の基準時刻、たとえば、マイクロコントローラがウェイクアップするか、または、ア
クティブモードに入る時刻から、マイクロコントローラ８０５が現在励起されているスリ
ープモードに入ったときに記録された第１の基準時刻を差し引くことにより、スタンバイ
又はスリープモードの持続期間をさらに判定する。マイクロコントローラ８０５は、その
後、計算されたスリープモード持続期間に既知のスリープモード電流および電圧を乗算す
る。スリープモード持続期間と既知の電流および電圧との積は、スタンバイまたはスリー
プモードのあいだに回路によって消費される電力である。マイクロコントローラ８０５は
、その後、計算された消費電力を最後に記録された既知の電池充電状態、たとえば、最後
のスタンバイまたはスリープモードに入る直前の残存電荷から差し引く。その結果は、電
池充電状態の推定値である。
【００７５】
　図９は、本願のある実施形態による電池駆動型装置のための電源管理方法の有限状態機
械を示している。電源管理方法は、電池駆動型装置内の電力を監視するコンピュータ又は
コンピュータ化されたシステムで実施されるアルゴリズムまたはルーチンの形式でもよい
。たとえば、この方法は、プロセッサ形態またはマイクロコントローラ形態の装置を含む
システムで実施されることがある。この方法は、正確な電池充電状態に関する情報の損失
を最小限に抑えると同時に、残量計集積回路の平均電力消費を削減可能である。
【００７６】
　ある実施形態では、測定器、たとえば、電池駆動型血糖測定器のような装置は、通常動
作状態で機能することが可能である。測定器は、アクティブモード、たとえば、通常モー
ドと、スリープモード、たとえば、スタンバイモードとで動作するよう構成されることが
ある。ステップ９００における通常動作時の測定器装置からはじめて、ステップ９１０に
おけるスリープモードに入るための要求はマイクロコントローラによって受信可能である
。要求は、プロセッサまたはマイクロコントローラによって受信される信号の生成を誘発
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するユーザからの入力、または、予め定められた期間の経過に基づいて行われることがあ
る。ステップ９１０においてスリープモードの要求が受信された後、プロセッサまたはマ
イクロコントローラは、ステップ９２０において、要求の時点で、要求の時刻、および、
電池充電状態を記録可能である。ある実施形態では、電池充電状態情報は、図８に示され
た残量計のような電池残量計からプロセッサによって受信されたデータによってもたらさ
れることになる。スリープモード中の電力消費を削減するため、残量計への電流を制御す
る電源スイッチは残量計への電力を中断するために開くことが可能である。マイクロコン
トローラ又はプロセッサは、その後、ステップ９３０において測定器をスリープモードに
保つことが可能であり、その間、電力消費はマイクロコントローラに限定されることがあ
る。ステップ９３０におけるスリープモードの間に、マイクロコントローラは、循環し、
ステップ９４０におけるウェイクアップ事象を特定する信号を待ち受けることが可能であ
る。ステップ９４０におけるウェイクアップ事象は、たとえば、測定器のユーザからの入
力の受信と、主電源への接続と、予め選択されたトリガ事象などを含むことがある。ステ
ップ９４０におけるウェイクアップ事象がマイクロコントローラによって受信された後、
スリープモード後の電池充電状態が判定され、残量計からの電池充電状態がステップ９５
０で更新される。電池充電状態の更新は、スリープモード持続期間と、スリープモード中
に回路内に存在していた電流及び電圧とを使用して判定可能である。ステップ９４０にお
けるウェイクアップ事象は、残量計にエネルギを与える電源スイッチへの信号の送信をさ
らに含むことがある。
【００７７】
　スリープモードを終了した後の電池充電状態は、ステップ９４０におけるウェイクアッ
プ事象の直後または少し後に判定可能である。更新された電池充電状態がステップ９６０
で判定された後、測定器はステップ９００で通常動作モード、たとえば、アクティブモー
ドに再び入ることが可能である。ステップ９００での装置の通常動作中に、たとえば、リ
アルタイムクロックのような、ステップ９７０におけるタイマは、回路が充電モードと、
アクティブ放電モードと、スリープ放電モードとの間で変化するときのような基準時刻を
記録できるようにするため使用可能である。通常動作モード中に、電池充電状態は、残量
計から受信された情報を使用してステップ９７５で連続的または周期的に更新され、ディ
スプレイに表示される。ステップ９００における電池駆動型血糖測定器のような装置の通
常動作中に、主電源はシステム内の電池充電器に接続されることがある。電池充電器の監
視は、ステップ９８０で充電が完了したという信号がマイクロコントローラへ送信される
までに完了可能である。この時点で、ステップ９８５で残量計を更新するため、電池が完
全に充電されたという別の信号を送信可能である。信号が電池充電状態に関し残量計を更
新するため送信された後、装置は、その後、ステップ９００で通常動作モードへ再び戻る
ことが可能である。
【００７８】
　ある実施形態では、回路を有する携帯型測定器は、回路内の検出素子に給電するため電
池を使って構成されている。測定器は、回路によって給電されるプロセッサを含む。プロ
セッサは、アクティブモードおよびスリープモードで測定器を動かすように構成されてい
る。残量計は回路によって給電される。残量計は、測定器のアクティブモード動作中に電
池から受信された電池充電データの状態を追跡するように構成されている。インターフェ
ースは、残量計からプロセッサへ電池充電状態データを転送するように構成されている。
電源スイッチは、残量計への電流フローを制御し、プロセッサによって開閉されるように
構成されている。プロセッサは、測定器がスリープモードに入る場合に、電源スイッチを
開位置に入れる信号を送り、測定器がアクティブモードに入る場合に、電源スイッチを閉
位置に入れる信号を送る。スリープモードに入る前に、プロセッサは、測定器が上記スリ
ープモードに入る直前の電池の第１の電池充電状態と第１の時刻基準とを記録するように
構成されている。プロセッサは、測定器がスリープモードを終了してアクティブモードに
入る直後の第２の基準時刻での第２の電池充電状態を判定するようにさらに構成されてい
る。第２の電池充電状態は、記録された第１の充電状態と、第１の基準時刻と、第２の基
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準時刻と、スリープモード中の測定器の所定のエネルギ使用率とに基づいて判定される。
【００７９】
　他の実施形態では、携帯型測定器は血糖測定器である。残量計は、測定器の動作のアク
ティブモード中に電池充電状態を連続的に追跡可能である。残量計は集積回路であること
もある。携帯型測定器は、現在の電池充電状態を表示するように構成されるとともに、プ
ロセッサに連結されたディスプレイをさらに含むことがある。プロセッサはマイクロコン
トローラであることもある。電池は充電式電池であることもある。携帯型測定器は、主電
源が電池を充電しているときに、アクティブモードに入ることが可能である。
【００８０】
　別の実施形態によれば、電源管理方法は、アクティブモードおよびスタンバイモードで
動作するように構成された電池駆動型測定器を含む。電池駆動型測定器は、電池残量計お
よびマイクロコントローラを含む。この方法は、スタンバイモードに入るための第１の要
求を受信するステップを含む。第１の充電状態は測定器の電池に関して記録される。記録
は、第１の要求が受信された直後の第１の基準時刻に行われる。第１の基準時刻はマイク
ロコントローラを使用して記録される。測定器は、電池残量計への電力が断たれるスタン
バイモードに移行する。スタンバイモードを出てアクティブモードに入るための第２の要
求は第２の基準時刻に受信される。第２の基準時刻は第１の基準時刻の後に現れる。第２
の要求に応答して、第２の基準時刻は瞬時に記録され、マイクロコントローラは、第１の
基準時刻と、第２の基準時刻と、測定器のスタンバイモード電流およびスタンバイモード
電圧とに基づいて第２の電池充電状態を判定する。
【００８１】
　他の実施形態では、電池に関する第１の電池充電状態は電池残量計を使用して判定され
る。電池駆動型測定器は最初にアクティブモードで動作可能である。測定器がアクティブ
モードにある場合、電池充電状態は電池残量計からマイクロコントローラによって受信さ
れた電池充電データを使用して更新可能である。更新は連続的であることもある。電池充
電状態は表示計器に表示されることもある。
【００８２】
　さらなる実施形態によれば、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体には、アクティブモ
ードおよびスリープモードで動作する電池駆動型測定器の電源を管理する命令が記憶され
ている。命令は、スリープモードに入るための第１の要求を受信するステップと、測定器
の電池に関する第１の充電状態を記録するステップとを含む。記録は第１の要求が受信さ
れた直後の第１の基準時刻で行われる。第１の基準時刻は記録される。測定器は、電池残
量計への電力が断たれるスタンバイモードに移行する。第２の要求がスリープモードを出
てアクティブモードに入るために第２の基準時刻に受信される。第２の基準時刻は第１の
基準時刻の後に現れる。第２の要求の直後に、第２の基準時刻が記録される。第２の電池
充電状態は、第１の基準時刻、第２の基準時刻、スリープモード電流、および、スリープ
モード電圧に基づいて判定される。
【００８３】
　ある実施形態では、測定器は、たとえば、血糖濃度試験動作およびグローバル・ポジシ
ョニング・システムのような複数の動作を組み込むことがある。このような携帯型測定器
上の複数の動作は、電池からのさらなる電力を必要とすることがある。電力所要量は、よ
り大型の電池、効率的な電源管理技術、または、両方の組み合わせを使用することによっ
て供給可能である。
【００８４】
　本発明は、図示された実施形態の詳細に関して説明されているが、これらの詳細は請求
項に記載されているような発明の範囲を限定することが意図されていない。たとえば、電
池用の急速充電システムは、様々な熱的に敏感な用途で使用されることがある。開示され
た実施形態およびそれらの自明な変形は、請求項にかかる発明の精神および範囲に含まれ
るものとして考えられている。
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